
宇都宮市では，認知症や知的障がい，精神障がいなどにより判断能力が低下した方の生活

を支援し，誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう，身近な市民の立場で成年後見人

などとして活動を行う「市民後見人」を養成するための研修会を開催します。

日 時

①令和６年１月１９日(金) 午後６時30分～午後７時30分

②令和６年１月20日(土) 午前１０時３０分～午前１１時３０分

①②とも同じ内容です。
「市民後見人養成研修」の
受講を希望される方は，
いずれかにご参加ください。

定 員

対 象 ⑴ 市内在住の方

⑵ 年齢が２５歳～おおむね７０歳の方

⑶ 社会貢献に意欲と熱意のある方

⑷ 専門職団体（弁護士会，司法書士会，社会福祉士会等）に所属していない方

⑸ すでに親族などの後見人として活動していない方

各５０名
※ 定員を超えた場合のみご連絡します。

内 容
・成年後見制度の概要と市民後見人の役割
・市民後見人養成研修（カリキュラム，募集要項，応募書類など）について

申 込 締 切

市HPの申込フォーム（右下のＱＲコードよりアクセス）に必要事項を入力

いただくか，裏面の申込書に必要事項（住所，氏名，連絡先，参加希望日等）

をご記入のうえ，郵送またはFAXでお申込みください。

宇都宮市 保健福祉部 高齢福祉課 相談支援グループ
〒320-8540 宇都宮市旭１丁目１番５号
電話：028-632-2357 FAX：028-632-3040

申 込 み
問 合 せ 先

「市民後見人養成研修（令和６年２月開講予定）」の参

加者募集に先立ち，研修の目的や内容，募集などに関する

事前説明会を開催します。養成研修の受講を希望される方

は，事前説明会にご参加のうえ，お申込みください。

認知症や障がいのある方などを支える活動を通して地域

社会に貢献したいという意欲や熱意のある方のご参加をお

待ちしております。

事 前 説 明 会

【市民後見人とは】

認知症や障がいなどで判断能力が

不十分な方の暮らしを支えるなどの

社会貢献のため，養成研修などを通

し，一定の知識や技術，心構えを身

に付けた専門職や親族ではない一般

市民であって，家庭裁判所から成年

後見人等として選任された人のこと

場 所 宇都宮市役所（14階） 14Ｄ会議室
※ ②1月20日（土）は閉庁日のため本庁舎地下1階（南口）からお入りください。

申 込 方 法

令和６年１月１２日（金） ※ 郵送の場合は当日消印有効

そ の 他
市民後見人として活動を希望する方は，事前説明会への

参加後，別途，研修会の受講申込みが必要です。 ▲申込フォーム



※ご記入いただいた個人情報は，市民後見人養成研修 事前説明会の運営・管理のみに利用いたします。

氏 名

ふりがな
生年月日
（ 年 齢 ）

昭和・平成 年 月 日

（ 歳） ※令和5年4月1日現在

住 所
（〒 － ）

電 話

希望日 □ 1月１９日（金） □ 1月２０日（土）
※いずれかを選択し
□にチェック

申込締切 令和6年１月12日（金）
（郵送の場合は当日消印有効）

市民後見人養成研修 事前説明会 申込書

宇都宮市 高齢福祉課 相談支援グループ 宛
FAX：028-632-3040

Eメール

基礎研修は，後見活動に必要な基礎的な知識や関係制度・法律などについて，
講義形式の内容を中心に実施します。

市民後見人としての活動を適正に行う上で，必要な知識や技術，心構えなどが
幅広く習得できるよう市民後見人養成研修を開催します。
※ 養成研修を修了することで，成年後見人等になることを保証したり，資格を
得られたりするものではありません。

(切り取らずにお使いください)

日程 内容

2月２８日(水)
（1日目）

市民後見概論（背景，役割など）
成年後見制度の基礎

2月２９日(木)
（2日目）

対象者の理解（高齢者，認知症）
関係制度（高齢者施策）

3月 4日(月)
（３日目）

対象者の理解（障がい者）
関係制度（障がい者施策）

3月 8日(金)
（4日目）

民法の基礎（家族法，財産法）
関係制度（生活保護・健康保険・年金制度など）

※ 各日とも，場所は市役所内会議室，時間は午前10時～概ね午後4時30分頃に終了予定。
カリキュラムは予定であり，変更になる場合がございます。

市民後見人養成研修の概要について

意向確認・選考 ⇒ 実践研修 ⇒ 現場実習 ⇒ 市民後見人候補者名簿登録
〈Ｒ６.３月頃〉 〈５月～８月頃〉 〈10月頃～〉 〈Ｒ７.３月頃～〉

▶基礎研修後の流れ（予定）

基礎研修（4日間：約20時間）


